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１  公共施設等総合管理計画の目的  

  平成２６年（２０１４年）４月の国からの要請を受けて、本市では平成２８年度（２０１６年度）

に「宇土市公共施設等総合管理計画（以下「本計画」という。）」を策定しました。 

今回は、本計画の第１期計画期間が令和７年度（２０２５年度）に終了することから、第１

期の進捗を踏まえ、引き続き以下の課題解決に向け、第２期を策定します。 

                                          

■ 公共施設等の老朽化 

本市では、移住定住施策の推進や、市民ニーズに対応した施設建設を進めてきました

が、時間の経過とともに公共施設等の老朽化が進み、計画的な更新・改修が必要とな

っています。 

■ 少子高齢化等による公共施設等の利用需要の変化 

少子高齢化や人口減少により公共施設等の利用状況や需要が大きく変化しています。

将来の人口の見通しを踏まえ、人口や人口構造の変化に応じた施設のあり方を検討す

る必要があります。 

■ 厳しい財政状況 

本市の財政状況は、少子高齢化に伴う社会保障費の増加等により厳しい状況にありま

す。長期的な視点をもって施設の更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行い、財政負担

を軽減・平準化する必要があります。 

  【公共施設等総合管理計画の策定要請】 

（平成２６年４月２２日総務大臣通知） 

【公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改訂について】 

（令和５年１０月１０日総務大臣通知） 

 

地方公共団体が所有する公共施設等の全体の状況を把握し、当該地方公共団体を取り巻く現況及び

将来の見通しを分析するとともに、これを踏まえた公共施設等の管理の基本的な方針を定めること

を内容とする計画を定めるよう国から要請されています。 

計画のポイント                    計画の位置づけ 

１．１０年以上の長期にわたる計画とする。 

２．ハコモノに限らず、所有するすべての 

公共施設等を対象とする。 

３．更新・統廃合・長寿命化等、公共施設等の 

管理に関する基本的な考え方を記載する。 
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２  公共施設等総合管理計画の位置付け 

■ 本計画は、本市の最上位計画である「宇土市総合計画」を下支えする計画であり、その

他各分野の個別計画との整合性を図りながら、各政策分野の中で公共施設面の取組

みに対して横断的な指針を提示するものです。 

■ 公共建築物やインフラの個別施設計画については、本計画を上位計画と位置づけ、 

本計画の方針との整合性や計画自体の実現可能性を検証することとします。 
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３  計画期間  

■ 本計画は、公共施設の寿命が数十年に及び、中長期的な視点が不可欠であることから、

平成２８年度（２０１６年度）から令和３７年度（２０５５年度）までの４０年間の将来推計に

基づき策定しました。計画期間については、策定作業に充てた平成２８年度（２０１６年度）

を除いた、平成２９年度（２０１７年度）から令和３７年度（２０５５年度）までの３９年間を

計画期間とします。本計画は、３９年間の長期にわたる計画であるため当初の平成２８

年度（２０１６年度）から令和７年度（２０２５年度）までの９年間の計画期間を第１期とし

て、以後１０年ごとに第２期～第４期として中間の見直しを行い、現状と課題に即した計

画を策定していくこととします。併せて、市が所有する各個別施設の劣化状況を踏まえ、

今後の対策予定等を明記した個別施設計画を策定し、個別具体的に進捗管理を行って

いきます。 
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４  計画の進行管理、マネジメント 

■ 公共施設等総合管理計画及び個別計画のマネジメント担当部局を定め、担当部局にお

いて、計画の進行管理・マネジメントを行います。 

■ 計画については、５年後にローリング1するとともに、歳入・歳出額の変動や扶助費等の

増大、更新費用試算条件が変更となった場合に、適宜見直しを行います。また、公共施

設等の状況を把握し、施設の数量、品質、コストの観点から計画の実施状況を検証しま

す。検証の結果、必要と認められた場合には計画の見直しを行います。 

 

 

５  推進体制と PDCA サイクルの推進  

■ 施設の各部門を横断的に管理し、施設を効率的に維持管理する目的で、市長をトップと

した全庁的な取組体制を構築します。また、ＰＤＣＡ2サイクルにより適切な進行管理を行

います。 

■ 施設情報の一元管理においては、固定資産台帳管理システムを活用し、関係課等との共

有化を図ります。 

■ 市民と行政の相互理解や共通認識の形成等、協働の推進に向けた環境整備を行います。

作成した計画については、市ＨＰを通じて市民に公表します。 

 

 

 

 

1 長期計画と現実とのズレを埋めるために、施策・事業の見直しや部分的な修正を、定期的に行ってい

くこと。 
2 Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の頭文字を取ったもので、業務管理におけ

る継続的な改善方法。 
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１  対象施設  

■ 本計画では市が所有するすべての施設を対象とし、建築系公共施設（ハコモノ）、土木系

公共施設（インフラ）、企業会計施設の３つに分類し整理します。さらに建築系公共施設

は機能別に１２に分類し、土木系公共施設は、道路、橋りょう、農道、漁港に分類、企業会

計施設は、上水道、下水道に分類し整理します。 

対象とする施設分類（機能別分類） 

類型区分 大分類 中分類 主な施設 

建築系 

公共施設※ 

市民文化系施設 
集会施設 

公民館、集会所、 

コミュニティセンター等 

文化施設 市民会館 

社会教育系施設 

図書館 市立図書館 

博物館等（資料館等） 
網田焼の里資料館 

大太鼓収蔵館、轟泉資料館 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育館、グラウンド等 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 宇土マリーナ 

保養施設（温泉施設等） 温泉健康福祉施設（あじさいの湯） 

産業系施設 産業系施設 就業改善センター 

学校教育系施設 
幼稚園・学校 小学校・中学校 

その他教育施設 給食センター 

子育て支援施設 
保育園・こども園  

幼児・児童施設 児童センター、学童クラブ 

保健・福祉施設 
高齢福祉施設 

老人福祉センター、 

養護老人ホーム 

保健施設 保健センター 

行政系施設 
庁舎等 市役所庁舎、支所庁舎 

その他行政系施設 備蓄倉庫、防災施設等 

公営住宅 公営住宅 市営住宅 

公園 公園 管理棟・倉庫・トイレ等 

供給処理施設 供給処理施設 排水機場  

その他 その他 普通財産、公衆トイレ等 

土木系 

公共施設 

道路 道路 一級、二級、その他市道 

橋りょう 橋りょう PC 橋・RC 橋・鋼橋等 

農道 農道 農道 

漁港 漁港 護岸、防波堤、船揚場等 

企業会計施設 
上水道施設 上水道施設 管路、浄水場、配水池等 

下水道施設 下水道施設 管路、ポンプ場、処理場等 

※建築系公共施設の分類は、一般財団法人地域総合整備財団の公共施設等更新費用試算ソフトにおける分類 
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２  施設の現状  

（１）建築系公共施設  

■ 本市の建築系公共施設は、令和６年度（２０２４年度）末時点で、１４３施設、延床面積約１

５.１万㎡あります。 

■ 施設の分類では、学校教育系施設が最も多く、全体の面積の３５.3％を占め、次いで公

営住宅（３１.３％）、スポーツ・レクリエーション系施設（９.5％）の順に多くなっています。 

■ 施設の建設は、昭和３０年（１９５５年）代から整備が始まっていますが、学校教育系施設

と公営住宅の建設に合わせて整備面積が大きくなっています。 

■ 昭和５６年（１９８１年）以前に建設された旧耐震基準の施設は、全体の４１.６％と約４割

を占めています。 

 

施設用途分類別の建物面積の内訳（令和６年度[２０２４年度]末時点） 
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建築系公共施設 築年別整備状況（令和６年度[２０２４年度]末時点） 

 

建築系公共施設 耐震化の状況（令和６年度[２０２４年度]末時点） 
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（２）土木系公共施設  

①道路 

施設の数量 

■ 宇土市が管理する道路は、令和６年度（２０２４年度）末時点で約５０７.３ｋｍ、約２３５.４

万㎡となっています。 

区分 種別 
平成２７年度末 令和６年度末 

実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道 

路 

１級（幹線）市道 ４９,３６９ ４００,１３９ ５１,３００ ３８４,８２２ 

２級（幹線）市道 ４１,３２２ ２１４,４０６ ４１,１９１ １９２,１１６ 

その他の市道 ４１３,０７１ ２,０１６,９３９ ４１４,８５２ １,７７７,８１１ 

合計 ５０３,７６２ ２,６３１,４８４ ５０７,３４３ ２,３５４,７４９ 

 

道路の状況 

■ 道路の整備状況をみると、約８割の道路が昭和５９年度（１９８４年）以前に整備されてい

ます。 

道路 年代別整備延長（令和６年度[２０２４年度]末時点） 

 
（市土木課） 
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②橋りょう 

施設の数量 

■ 宇土市が管理する橋りょうは、令和６年度（２０２４年度）末時点で５５７橋（約３kｍ、約１.

９万㎡）となっています。 

 

区分 

平成２７年度末 令和６年度末 

実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

橋りょう ３,１３１ ２１,０６５ ３,０３７ １８,７６３ 

 

橋りょうの状況 

■ 橋りょうに関する既往資料や橋名板がほとんどないため、橋齢を把握するのは困難な

状況（５５７本中５０１本が橋齢不明）です。橋齢不明分のほとんどが高度経済成長期に

建設されたものだと推測すると、今後４０年の間に、ほとんどの橋りょうが一般的な耐

用年数である６０年を超えると予想されます。 

橋りょう 年度別整備数（令和６年度[２０２４年度]末時点） 

 

（市土木課） 
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橋りょう 構造別年度別整備面積（令和６年度[２０２４年度]末時点） 

 

（市土木課） 
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③農道 

施設の数量 

■ 宇土市が管理する農道は、令和６年度（２０２４年度）末時点で約１４.１ｋｍ、約６.６万㎡と

なっています。 

区分 幅員 
平成２７年度末 令和６年度末 

実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

農 

道 

４.５m 以上 

６.５m 未満(m) 
１２,００４ ６６,０２２ ９,８７８ ５４,３２９ 

２.５m 以上 

４.５m 未満(m) 
２,４１２ ８,４４２ ２,４１２ ８,４４２ 

１.５m 以上 

２.５m 未満(m) 
１,８０１ ３,６０２ １,８０１ ３,６０２ 

合計 １６,２１７ ７８,０６６ １４,０９１ ６６,３７３ 

     ※面積は幅員と実延長から推計した値  

農道の状況 

■ 農道の整備状況をみると、平成１１年度から平成１５年度の５年間に、５割以上が整備さ

れています。 

農道 年代別整備延長  

 
（市農林水産課） 
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④漁港 

施設の数量 

■ 宇土市の漁港は、令和６年度（２０２４年度）末時点で、市管理の３つの漁港（住吉、長浜、

網田）と県管理の１つの漁港（赤瀬）からなります。 

■ 漁業協同組合ごとの組合員数の推移をみると、組合員数は減少を続けており、令和元

年（２０１９年）には、平成６年（１９９４年）の約４割程度になっています。 

 

漁港名 管理者 種別 所在地 関係漁協 漁港指定 

網田漁港 宇土市 第１種 宇土市戸口町 網田 昭和２７年５月７日 

住吉漁港 宇土市 第２種 宇土市住吉町 住吉 昭和２７年５月７日 

長浜漁港 宇土市 第２種 宇土市長浜町 網田 昭和２７年５月７日 

赤瀬漁港 熊本県 第２種 宇土市赤瀬町 網田 昭和２７年５月７日 

 

漁業協同組合員の推移                                 （単位：人） 

漁港名 区分 H６ H１１ H１６ H２１ H２６ R１ R６ 

住吉漁業 

協同組合 

正組合員 ３４２ １５７ １６３ １７２ １６９ ８８ ７７ 

準組合員 ３３９ ３９４ ２９３ ２５３ ２２０ ２０９ １５０ 

合計 ６８１ ５５１ ４５６ ４２５ ３８９ ２９７ ２２７ 

網田漁業 

協同組合 

正組合員 ５１３ ２００ １８２ １５２ １３８ １０６ ６７ 

準組合員 ０ １７９ １４１ １３１ １２７ １０８ １２５ 

合計 ５１３ ３７９ ３２３ ２８３ ２６５ ２１４ １９２ 

合計 

正組合員 ８５５ ３５７ ３４５ ３２４ ３０７ １９４ １４４ 

準組合員 ３３９ ５７３ ４３４ ３８４ ３４７ ３１７ ２７５ 

合計 １,１９４ ９３０ ７７９ ７０８ ６５４ ５１１ ４１９ 

                                                    （市水産振興室） 
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（３）企業会計施設  

①上水道 

施設の数量  

■ 上水道施設には、水源地、配水池等と上水道管があります。下表は、上水道施設の施設

名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたものです。古い施設は築５７年が

経過しています。 

 

施設名称 施設面積（㎡） 建築年度（年度） 築年数（年） 

古屋敷水源地 ２０.００ １９７９ ４５ 

網田減圧槽 ９.００ １９８０ ４４ 

網津水源地 ２４.６０ １９７２ ５２ 

戸口水源地 ９５.６０ １９６７ ５７ 

古場田水源地 ３１.５ １９９２ ３２ 

赤瀬水源地 ３５.２８ １９９３ ３１ 

網田水源地 ９.００ １９８０ ４４ 

長浜滅菌室 ４.００ １９９３ ３１ 

 

■ 宇土市が管理する上水道管は、平成２７年度末は、約１４０ kｍでしたが、令和２年度に

上水道と簡易水道を統合し、令和６年度（２０２４年度）末時点で約２６３kｍとなってい

ます。 

管種別 延長 
 

区分 
 

種別 
平成２７年度末 令和６年度末 

総延長（ｍ） 総延長（ｍ） 

上
水
道 

導水管 ４,８８４ ３,７２４ 

送水管 ４,６４０ ９,８５３ 

配水管 １３０,２１９ ２４９,８８９ 

合計 １３９,７４３ ２６３,４６６ 

（市上下水道課） 
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上水道の状況 

■ 宇土市の水道は、昭和３５年（１９６０年）に水道事業を創設、宮庄地区への給水に始まり、

増加する水需要に対応するため、現在まで９回の拡張事業を実施し、給水区域を拡張し

てきました。 

■ 第８期拡張事業においては、水道未普及地区であった走潟地区にも供給を開始しました。

また、水の供給量を確保するため、新たな水源を確保するとともに、平成１５年からは上

天草・宇城水道企業団から受水を行ってきました。 

■ 簡易水道（６施設）及び飲料水供給施設（１施設）の７施設については、令和２年（２０２０

年）４月に上水道へ事業統合し、経営の一元化を図りました。 

 

給水区域図及び水道施設位置図 
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②下水道 

施設の数量 

■ 下水道施設には、宇土終末処理場、築籠排水ポンプ場、漁業集落排水施設戸口浄化セン

ターと下水道管があります。下表は、下水道施設の施設名称、累計延床面積、建築年度

の施設概要をまとめたものです。最も規模の大きな宇土終末処理場は築４５年が経過し

ています。 

施設名称 施設面積（㎡） 建築年度（年度） 築年数（年） 

公共下水道処理場 ７,７８３.１８ １９７９ ４５ 

公共下水道築籠排水ポンプ場 １４８.００ １９６９ ５５ 

漁業集落排水施設戸口浄化センター ３２３.８５ ２００９ １５ 

 

■ 宇土市が管理する下水道管は、令和６年度（２０２４年度）末時点で約１５７.９kｍとなっ

ています。 

管種別 延長 
 

区分 
 

種別 
平成２７年度末 令和６年度末 

総延長（ｍ） 総延長（ｍ） 

下
水
道 

コンクリート管 １９,５２８ １９,９２１ 

塩ビ管 １２２,４９７ １３４,３７０ 

その他 ３,０３９ ３,６４３ 

合計 １４５,０６４ １５７,９３４ 

（市上下水道課） 

下水道（雨水含む）の状況 

■ 下水道管は、昭和３９年度（１９６４年度）以降整備が始まり、昭和５１年（１９７６年）から整

備量が増え、令和７年度（２０２５年度）現在も整備が続いています。 

■ 令和１７年（２０３５年）までの整備計画区域１,０６８ha に対し、令和６年度（２０２４年度）

時点で、８２１ha が整備されています。（計画進捗率７６.６％） 

■ 水洗化人口等（令和６年度［２０２４年度］時点） 

水洗化処理人口 ２６,９３９人、水洗化処理戸数 １１,９１２戸 

処理可能戸数  １２,６２０戸、水洗化率  ９５.６％ 
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３  施設保有量の推移  

■ 本計画第１期策定時の施設数は１１９施設、延床面積は約１４.０万㎡でしたが、令和６年

度（２０２４年度）末現在の本市の施設数は１４４施設、延床面積は約１５.１万㎡と２５施設、

１.１万㎡増加しています。 

■ 網津防災センターや災害公営住宅等の新たな建物の建築等により施設数は約２１％、延

床面積は約８％増加しています。 

連番 施設用途分類 
平成２７年度末 令和６年度末 差 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

１ 学校教育系施設 １１ ５２,０７０.８ １３ ５３,４１１.７ ２  １,３４０.９  

２ 市民文化系施設 １０ ６,８８２.８ １１ ７,３３４.０ １  ４５１.２  

３ 社会教育系施設 ４ １,３６７.４ ５ １,８６１.５ １  ４９４.１  

４ 
スポーツ・レクリエ

ーション系施設 
１６ １４,２７５.００ １６ １４,３０８.３ ０ ３３.３  

５ 産業系施設 １ ９７１.９ １ ９７１.９ ０  ０.０  

６ 子育て支援施設 ６ ２,５６９.９ ８ １,３８８.９ ２  -１,１８１.０  

７ 保健・福祉施設 ５ ５,１８９.６ ６ ５,２８４.６ １  ９５.０  

８ 行政系施設 ２７ ８,９０８.８ ２９ １１,４１５.５ ２  ２,５０６.７  

９ 公営住宅 １０ ４５,３６２.２４ １２ ４７,４０５.０ ２  ２,０４２.８  

１０ 公園 ２０ ７９８.５ ２２ ８２０.３ ２  ２１.８  

１１ 供給処理施設 ４ １,０２５.０ ５ １,１７７.９ １  １５２.９  

１２ その他 ５ ６６３.２ １６ ６,０１７.５ １１  ５,３５４.３  

合計 １１９ １４０,０８５.１ １４４ １５１,３９７.１ ２５  １１,３１２.０ 
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４  過去に行った対策の実績  

■ 本計画第１期策定以降に行った主な実績は、下記のとおりです。 

<令和３年度（２０２１年度）> 

・宇土マリーナ 大規模改修工事 

・宇土市健康福祉館（愛称 あじさいの湯） 大規模改修工事 

<令和４年度（２０２２年度）> 

・宇土市役所 本庁舎 建替え工事 

・公民館（分館・緑川・走潟）及び児童センター 部位修繕工事 

・宇土小学校第２児童クラブ 新築工事 

<令和５年度（２０２３年度）> 

・旧本庁舎（企画棟・電算隣車庫） 除却工事 

・公民館（轟・花園）及び児童センター 部位修繕工事 

・花園小学校児童クラブ 新築工事 

<令和６年度（２０２４年度）> 

・網田コミュニティセンター 新築工事 

（支所機能と公民館機能が一体となった複合施設を建築。） 

・宇土市東小学校第２児童クラブ 新築工事 

５  有形固定資産減価償却率の推移  

■ 令和５年度（２０２３年度）時点の有形固定資産減価償却率は、６０.２％で、類似団体内平

均と比較すると低い水準となっていますが、本市においても多くの公共施設やインフラ

施設は、高度経済成長期に整備されたものであるため、年数を経過した資産を多く所有

し、その減価償却率が比較的進んでいる状態です。 

有形固定資産減価償却率の推移（令和５年度[２０２３年度]） 

（出典：令和５年度財政状況資料集を基に作成） 
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施設類型別の有形固定資産減価償却率（令和５年度[２０２３年度]） 

（出典：令和５年度財政状況資料集を基に作成） 

 

※有形固定資産減価償却率は、保有している施設等が法定耐用年数に対して資産取得からどの程度経過している

かを把握し、資産の経年の程度を把握することができます。資産の老朽化を示す指標で、割合が大きいほど老朽

化が進んでいると判断されます。 

※類似団体とは、総務省が全国の市の中で人口や産業構造が類似している団体を分類したもので、令和５年度（２０

２３年度）に宇土市が属する区分には、全国の都市のうち３６市が属しています。 
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６  現在要している維持管理経費  

■ 令和２年度（２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）までの５年間は、増加傾向にあり、

約１.１億円から、約３.７億円まで増加しています。令和２年度（２０２０年度）以降インフラ

も建築物も増加し続けていますが、特に建築物にかかる維持管理（建築物整備）コストは、

令和６年度（２０２４年度）では約２.７億円と過去５年間で最も支出されています。 

 

直近５年間の維持管理経費の推移 
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７  人口動向  

（１）人口の動向と将来予測  

人口の推移 

■ 本市の総人口（国勢調査）は平成１７年（２００５年）の３８,０２３人をピークに減少傾向に

転じており、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計においても、今後も減少傾向が

続くと推計されています。 

 

総人口の推移と将来推計 

 
  （第３期宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略より抜粋） 
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■ 本市では、生産年齢人口と年少人口は減少傾向にあり、将来推計でも同様の傾向が続

くと推計されています。 

■ 老年人口については、今後更に増加を続け、令和２２（２０４０）年には増加のピークを迎

え、生産年齢人口の減少に伴い、令和３２（２０５０）年には高齢化率は約４０％まで上昇

すると予測されています。 

年齢３区分別人口の推移と将来推計 

  

年齢３区分別人口割合の推移と将来推計 

  

  

 
 

（第 3 期宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略より抜粋） 
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地区別の人口 

■ 市内７地区の人口動向をみると、宇土地区と花園地区は、JR 宇土駅・国道３号等のアク

セス環境が高いこともあり、両地区で人口の６割以上を占めています。 

 

地区別の人口動向（人口の推移／地区別構成比） 

  

 
 

  

（第 3 期宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略より抜粋） 
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人口の将来予測 

■ 第１期及び第２期人口ビジョンでは、長期的な視点から「２０６０年」の将来展望人口を

「３１,０００人」と設定しましたが、第３期人口ビジョンでは、加速化する人口減少は戦略

的に取り組む喫緊の課題として捉え、中期的な視点で１０年後の「２０３５年」に「３３,００

０人」と２０年後の「２０４５年」に「３１,０００人」を維持することとして将来展望人口を設

定しております。 

 

総人口の社人研推計準拠と将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 3 期宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略より抜粋） 
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８  財政状況  

（１）歳入歳出の推移  

【歳入】 

■ 過去５年間における歳入の推移をみると、２２５億～２３３億円の間で推移しています。

また、自主財源比率3は、令和６年度（２０２４年度）で３４.５％となっています。 

 

 

  

 

3 歳入に占める自主財源の割合。自主財源は、地方公共団体が自主的に調達できる財源で、地方税・手

数料・使用料・財産収入・寄付金等。 
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【歳出】 

■ 過去５年間における歳出の推移をみると、２００億～２２５億円の間で推移しています。

また、義務的経費4は、令和６年度（２０２４年度）で歳出の５０.９％となっており増加傾向

にあります。 

■ 普通建設事業費の推移をみると、増減を繰り返しています。本庁舎の建替え等が行われ

た令和４年度（２０２２年度）が最も大きく、最も少ない令和２年度（２０２０年度）の１.７倍

となっています。過去５年間の平均は３４.５億円となっています。 

 

 

4 歳出のうち、支出が法令等で義務付けられ、任意に削減できない経費。人件費・公債費・扶助費等。 
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９  将来の更新費用の見通し 

（１）建築系公共施設の更新費用の試算結果  

■ 本市が所有する建築系公共施設について、すべて大規模改修を実施し、現状規模のま

ま建て替えた場合、今後４０年間で８４８.５億円（年平均２４.２億円）の更新費用がかか

ることが分かりました。直近５年間の公共施設への投資的経費をみると、年平均で約１５.

８億円になります。更新費用を投資的経費と比較すると、今後、約１.５倍の費用がかか

ることになります。 

 

建築系公共施設の更新費用 

 

（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトを参考に算定） 

 

建築系公共施設の直近５年間の投資的経費（単位：千円） 
年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

令和２年度(２０２０年) １,１１４,４５９ ３,０９７ ３５６ １,１１７,９１２ 

令和３年度(２０２１年) １,５３０,７４６ １１２,１７０ ２０,２４２ １,６６３,１５８ 

令和４年度(２０２２年) ２,４３９,９３３ １５９,１３７ ０ ２,５９９,０７０ 

令和５年度(２０２３年) ７３６,８０７ ４７２,１２４ １６７,４５１ １,３７６,３８２ 

令和６年度(２０２４年) １,２５０,７１９ ７２９,５０５ ０ １,９８０,２２４ 

合計 ７,８１８,２３８ 
１,４９４,２７

２ 

１８８,０４

９ 
９,５００,５５９ 

平均 １,３０３,０４０ ２４９,０４５ ３１,３４２ １,５８３,４２７ 
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公共施設等更新費用試算更新単価（国交省 R７.１０デフレーターより調整） 

施設用途 大規模改修 建替え 

市民文化系施設 ３２１,０００ 円/㎡ ５１３,６００ 円/㎡ 

社会教育系施設 ３２１,０００ 円/㎡ ５１３,６００ 円/㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ２５６,８００ 円/㎡ ４６２,２４０ 円/㎡ 

産業系施設 ３２１,０００ 円/㎡ ５１３,６００ 円/㎡ 

学校教育系施設 ２１８,２８０ 円/㎡ ４２３,７２０ 円/㎡ 

子育て支援施設 ２１８,２８０ 円/㎡ ４２３,７２０ 円/㎡ 

保健・福祉施設 ２５６,８００ 円/㎡ ４６２,２４０ 円/㎡ 

医療施設 ３２１,０００ 円/㎡ ５１３,６００ 円/㎡ 

行政系施設 ３２１,０００ 円/㎡ ５１３,６００ 円/㎡ 

公営住宅 ２１８,２８０ 円/㎡ ３５９,５２０ 円/㎡ 

公園 ２１８,２８０ 円/㎡ ４２３,７２０ 円/㎡ 

供給処理施設 ２５６,８００ 円/㎡ ４６２,２４０ 円/㎡ 

その他 ２５６,８００ 円/㎡ ４６２,２４０ 円/㎡ 
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（２）土木系公共施設の更新費用の試算結果  

１．道路 

■ 道路の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０年

間で３７９億円（年平均９.５億円）かかることが分かりました。直近５年間の道路にかか

る投資的経費をみると、年平均で約３.２億円であるため、今後、約３倍の費用がかかる

ことになります。 

道路の更新費用 

（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトを参考に算定） 

 

道路の直近５年間の投資的経費（単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

令和２年度(２０２０年) ２３８,２６９ ２８,４６４ ３,５２８ ２７０,２６１ 

令和３年度(２０２１年) ３８７,３３１ ３６,４４０ ９,５８８ ４３３,３５９ 

令和４年度(２０２２年) １７７,８４０ ５,０４９ ５３,１８６ ２３６,０７５ 

令和５年度(２０２３年) ３４２,１４６ ８８,７８０ ３０,６７８ ４６１,６０４ 

令和６年度(２０２４年) １７３,８９８ ３１,３４２ ３５,９６２ ２４１,２０２ 

合計 １,５７６,３５３ ２１９,６６７ １４７,０６２ １,９４３,０８２ 

平均 ２６２,７２６ ３６,６１１ ２４,５１０ ３２３,８４７ 
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２．橋りょう 

■ 橋りょうの将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４

０年間で６５.１億円（年平均１.６億円）かかることが分かりました。直近５年間の橋りょう

にかかる投資的経費をみると年平均で約１.２億円であるため、今後、約１.３倍の費用が

かかることになります。 

 

橋りょうの更新費用 

                    （一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトを参考に算定） 

 

橋りょうの直近５年間の投資的経費（単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

令和２年度(２０２０年) １６１,６８０ ０ １６７ １６１,８４７ 

令和３年度(２０２１年) ６８,２６５ ０ ０ ６８,２６５ 

令和４年度(２０２２年) ６９,７９４ ０ ０ ６９,７９４ 

令和５年度(２０２３年) ４８,６４７ ０ ０ ４８,６４７ 

令和６年度(２０２４年) １２４,２２８ ０ ０ １２４,２２８ 

合計 ７３３,３０６ ０ ７７０ ７３４,０７６ 

平均 １２２,２１８ ０ １２８ １２２,３４６ 
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３．農道 

■ 農道の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４０年

間で６.１億円（年平均０.１５億円）かかることが分かりました。直近５年間の農道にかか

る投資的経費をみると年平均で約０.３４億円と更新費用推計の年平均よりも低い水準

となっております。 

 

農道の更新費用 

（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトを参考に算定） 

 

農道の直近５年間の投資的経費（単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

令和２年度(２０２０年) １４,８８４ ０ ０ １４,８８４ 

令和３年度(２０２１年) ３５,９９０ ０ ０ ３５,９９０ 

令和４年度(２０２２年) ３４,８０６ ０ ０ ３４,８０６ 

令和５年度(２０２３年) ４１,９９２ ０ ０ ４１,９９２ 

令和６年度(２０２４年) ６７,５６２ ０ ０ ６７,５６２ 

合計 ２０５,７６８ ０ ０ ２０５,７６８ 

平均 ３４,２９５ ０ ０ ３４,２９５ 
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４．漁港 

■ 漁港は、機能保全対策事業計画に基づく維持・補修の実施が主体となります。本計画策

定時において、今後４０年間に維持・補修にかかる更新費用総額は、約９１億円を見込ん

でおり、１年あたりの整備額は２.２億円となります。直近５年間の漁港にかかる投資的

経費をみると年平均で約１.２億円であるため、今後、約１.８倍の費用がかかることにな

ります。 

 

漁港の更新費用  

（漁港施設機能保全資料より） 

漁港の直近５年間の投資的経費（単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

令和２年度(２０２０年) ９０,４５６ ０ ０ ９０,４５６ 

令和３年度(２０２１年) ７８,３１８ ０ ０ ７８,３１８ 

令和４年度(２０２２年) ７７,９８９ ４,７００ ０ ８２,６８９ 

令和５年度(２０２３年) １７８,９３３ １９,５７０ ０ １９８,５０３ 

令和６年度(２０２４年) ８９,０４０ ８８,１７０ ０ １７７,２１０ 

合計 ６１１,２３５ １１２,４４０ ０ ７２３,６７５ 

平均 １０１,８７３ １８,７４０ ０ １２０,６１３ 
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公共施設等更新費用試算更新単価（国交省 R７.１０デフレーターより調整） 

施設用途 更新年数 更新単価 

道路 １５ 年 ６,０３５ 円/㎡ 

橋りょう ６０ 年 ５４５,７００ 円/㎡ 

農道 １５ 年 ３,４６７ 円/㎡ 

漁港 機能保全対策事業計画に基づき個別に算定 
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（３）企業会計施設の更新費用の試算結果  

１.上水道施設 

■ 本計画策定時において、上水道の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更

新を行った場合、今後４０年間で３２８.７億円（年平均８.２億円）かかることが分かりまし

た。直近５年間の上水道にかかる投資的経費をみると年平均で約１.２億円であるため、

今後、約６.８倍の費用がかかることになります。 

 

上水道施設の更新費用 

 （一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトを参考に算定） 

 

上水道施設の直近５年間の投資的経費（単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

令和２年度(２０２０年) ５０,９７８ １４,９９３ ０ ６５,９７１ 

令和３年度(２０２１年) ４５,２３９ ４３,１９７ ０ ８８,４３６ 

令和４年度(２０２２年) ６９,１２６ ０ ０ ６９,１２６ 

令和５年度(２０２３年) １０６,６５０ ４４５ ４,４５０ １１１,５４５ 

令和６年度(２０２４年) １９９,０９６ ９,７０７ ０ ２０８,８０３ 

合計 ４９８,２８８ ７４,２０５ ４,４５０ ５７６,９４３ 

平均 ９９,６５８ １４,８４１ ８９０ １１５,３８９ 
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２.下水道施設 

■ 本計画策定時において、下水道の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更

新を行った場合、今後４０年間で１３２.３億円（年平均３.３億円）かかることが分かりまし

た。直近５年間の下水道にかかる投資的経費をみると年平均で約２.５億円であるため、

今後、約１.３倍の費用がかかることになります。 

 

下水道施設の更新費用 

 （一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトを参考に算定） 

下水道施設の直近５年間の投資的経費（単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

令和２年度(２０２０年) ２１,１４５ ５９,７９９ ０ ８０,９４４ 

令和３年度(２０２１年) ２６４,１０８ ６５,８２７ ０ ３２９,９３５ 

令和４年度(２０２２年) ４１１,２４４ ６５,４３１ ０ ４７６,６７４ 

令和５年度(２０２３年) ４３６,９２７ ５９,７７７ ０ ４９６,７０４ 

令和６年度(２０２４年) ９４,０７４ ２７,６７１ ０ １２１,７４５ 

合計 １,０４８,６３９ ２０４,２１３ ０ １,２５２,８５２ 

平均 ２０９,７２８ ４０,８４２ ０ ２５０,５７０ 
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公共施設等更新費用試算更新単価（国交省 R７.１０デフレーターより調整） 

施設用途 更新年数 
更新単価 

管種 管径 単価 

上水道 ４０年 

導水管・送水管 

～３００mm １２８,４００円/ｍ 

３００～５００mm １４６,３７６円/ｍ 

５００～１０００mm ２０６,７２４円/ｍ 

１０００～１５００mm ４４２,９８０円/ｍ 

１５００～２０００mm ９５２,７２８円/ｍ 

２０００ mm～ １,１８５,１３２円/ｍ 

配水管 

～１５０mm １２４,５４８円/ｍ 

１５０～２００mm １２８,４００円/ｍ 

２００～２５０mm １３２,２５２円/ｍ 

２５０～３００mm １３６,１０４円/ｍ 

     

施設用途 更新年数 
更新単価 

管径 単価 

下水道 ５０年 

～２５０mm ７８,３２４円/ｍ 

２５１～５００mm １４８,９４４円/ｍ 

５０１～１０００mm ３７８,７８０円/ｍ 

１００１～２０００mm ９６１,７１６円/ｍ 
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（４）公共施設全体の更新費用  

■ 建築系、土木系、企業会計すべての公共施設の更新費用を試算した結果、今後４０年間

で約１９２３億円（年平均約４８億９百万円）かかることが分かりました。 

■ 過去の普通建設事業費の平均値を確保可能な予算額とし、不足額を求めたところ、確

保可能予算額が約２４億３千万円になるため、年平均で２３億８千万円不足することに

なります。 

■ このため、確保可能予算額の範囲で維持更新を行っていくためには、約４９.５％のコス

トの抑制が必要となります。 

 

公共施設全体の更新費用 

 

公共施設とインフラ全体の投資的経費 

 建築系 土木系 企業会計 合計 

更新費用（４０年間平均） ２３.０３億円 １３．５３億円 １１．５２億円 ４８.０９億円 

投資的経費の平均 ※ １５.８３億円 ４.７９億円 ３.６６億円 ２４.２８億円 

不足分の平均 ７.２０億円 ８.７４億円 ７.８６億円 ２３.８０億円 
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(参考)公共施設等更新費用試算ソフトの更新費用シミュレーション条件 

【建築系公共施設の場合】 

⚫ 更新費用の推計額 

事業費ベースでの計算とする。 

（一般財源負担見込み額を把握することが困難であるため） 

⚫ 計算方法 

耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定して計算する。 

延べ床面積×更新単価 

⚫ 更新単価 

すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途別に設定

された単価を使用する。また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとし

て想定している。 

⚫ 大規模改修単価 

建替えの６割と想定し、この想定の単価を設定する。 

⚫ 耐用年数 

標準的な耐用年数とされる６０年を採用することとする。 

日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」より 

⚫ 大規模改修 

建設後３０年で行うものとする。 

⚫ 地域格差 

地域差は考慮しないものとする。 

⚫ 経過年数が３１年以上５０年までのもの 

今後１０年間で均等に大規模改修を行うものとして計算する。 

⚫ 経過年数が５１年以上のもの 

建替え時期が近いので、大規模改修は行わずに６０年を経た年度に建替えるものとして計算する。 

⚫ 耐用年数が超過しているもの 

今後１０年間で均等に更新するものとして計算する。 

⚫ 建替え期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、建替え期間を３年間として計算する。 

⚫ 修繕期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、修繕期間を２年間として計算する。 

 

 

 

 

 



 

40 

【インフラ系公共施設の場合】 

⚫ 更新費用の推計額 

事業費ベースでの計算とする。 

（一般財源負担見込み額を把握することが困難であるため） 

⚫ 計算方法 

道路・農道の場合…道路面積×道路更新単価（円/㎡） 

橋りょうの場合…橋りょう面積×橋りょう更新単価（円/㎡） 

漁港の場合…機能保全対策事業計画に基づき個別に算定しているため対象外 

上水道・下水道の場合…管延長×更新単価（円/m） 

⚫ 更新単価 

すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途別に設定

された単価を使用する。 

ただし、現在の社会情勢を考慮して、第１期計画で採用した単価を基準に国土交通省より公開され

ている建設工事費デフレーター（令和７年１０月３１日更新）を用いて再算出をしている。 

⚫ 更新年数 

・道路・農道の場合…１５年 

道路の耐用年数については、平成１７年度国土交通白書によると、道路改良部分は６０年、舗装

部分は１０年となっているが、更新費用の試算においては、舗装の打換えについて算定すること

がより現実的と考えられることから、舗装の耐用年数の１０年と舗装の一般的な供用寿命の１２

～２０年のそれぞれの年数を踏まえ１５年とする。したがって、全整備面積をこの１５年で割った

面積の舗装部分を毎年度更新していくと仮定する。 

・橋りょうの場合…６０年 

橋りょうについては、整備した年度から法定耐用年数の６０年を経た年度に更新すると仮定する。

現在、構造が鋼橋であるものは鋼橋で更新するが、それ以外の構造の場合は PC（プレストレス

ト・コンクリート）橋として更新していくことが一般的なため、これを前提とする。 

漁港の場合…機能保全対策事業計画に基づき個別に算定しているため対象外 

・上水道の場合…４０年 

上水道管については、整備した年度から法定耐用年数の４０年を経た年度に更新すると仮定す

る。 

・下水道の場合…５０年 

下水道管については、整備した年度から法定耐用年数の５０年を経た年度に更新すると仮定す

る。 なお、延長距離の総量のみが把握できる場合については、全整備面積を法定耐用年数の５

０年で割った面積を１年間で更新していくと仮定する。 
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１  公共施設における現状と課題  

（１）施設の老朽化 

■ 建築系公共施設のうち、大規模改修が必要とされる築３０年を経過した建物が６４.４％

を占め、昭和５６年（１９８１年）の新耐震化基準以前に建築された施設は、全体の４０.

６％を占めています。 

■ 今後、老朽化した施設の安全性や品質を保つために大規模な改修や更新が必要となり

ますが、築３０年以上の建物が約６割あるため、大規模改修の費用が一時期に集中して

かかることが予想されます。特に、学校教育施設や公営住宅は数量も多く、古い施設が

多いため、改修や更新の時期が集中することが懸念されます。 

 

（２）財源の不足 

■ 本計画策定時において、建築系、土木系、企業会計すべての公共施設の更新費用を試算

した結果、今後４０年間で約１９２３億円（年平均約４８億９百万円）かかることが分かり

ました。過去の投資的経費と比較した場合、毎年約２３億８千万円不足することになるた

め、将来の人口や財政の規模にあった公共施設の適正化（適正量、適正配置）を行い、維

持管理費用や更新費用等の削減を図る必要があります。 

 

（３）市民ニーズの変化 

■ 市の人口は減少傾向にあり、年少人口と生産年齢人口は、減少を続けています。また、

老年人口についても、現在は増加していますが、令和２２年（２０４０年）をピークにそれ

以降は減少に転じることが予測されています。人口構成の変化や多様化する市民ニー

ズに応じた公共施設のあり方を考えていく必要があります。 
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２  全体目標  

■ 本計画策定時の公共施設等の更新費用推計結果により、過去の投資的経費と比較する

と年平均約２３億８千万円の不足が発生することが予測されています。建築系公共施設、

インフラ系公共施設のそれぞれについて次に掲げる取組みを実施し、更新費用を今後４

０年間で、４５％圧縮します。（災害復旧事業費を除く） 

 

建築系公共施設 

（１）新規整備は原則として行わない 

・長寿命化、維持補修等を適正に行い、既存施設の有効活用を図り、新規整備は原則と

して行わない。（防災関連施設等を除く） 

・新規整備が必要な場合は、中長期的な総量規制の範囲内で、費用対効果、人口比率

の変化を考慮し施設の規模等を検討する。そのうえで、本市の最上位計画である「宇

土市総合計画」に位置付けたうえで行う。 

 

（２）施設を更新（建替え）する場合は複合施設を検討する 

・施設の統合・整理や遊休施設の活用、施設の複合化等によって、機能を維持しつつ、

施設総量を縮減する。 

・複合施設においては、管理・運営についても一元化・効率化する。施設の複合化によ

り空いた施設や土地は、活用・処分を検討する。 

 

（３）施設総量（総床面積）を縮減する 

・用途が重複している施設、分野を超えて重複している機能（会議室、ホール等）につい

ては、統合・整理を検討する。 

・稼働率の低い施設は運営改善を徹底し、なお稼働率が低い場合は、統合・整理を検討

する。 

  



公共施設等総合管理計画 第３章 公共施設等の管理に関する基本方針 

 

44 

 

（４）施設コストの維持管理、運営コストを縮減する 

・ＰＰＰ6／ＰＦＩ7等、民間活力を活用し、機能を維持・向上させつつ、改修・更新コスト及

び管理運営コストを縮減する。 

 

（５）必要性を検証する 

・公共施設ごとに、施設の目的や位置付け等を確認し、今後も市がその施設を保有し、

サービスを提供し続ける必要性について、市民の意見を踏まえ、再検証する。 

 

 

インフラ系公共施設 

（１）現状の投資額（一般財源）を維持する 

・現状の投資額（一般財源）を維持しながら現状の投資額の範囲内で、費用対効果や経

済波及効果を考慮し、新設及び改修・更新をバランスよく実施する。 

 

（２）ライフサイクルコスト8を縮減する 

・長寿命化を可能な限り図るとともに、計画的、効率的な改修・更新を推進し、ライフサ

イクルコストを縮減する。 

・ＰＰＰ／ＰＦＩ等、民間活力を活用し、機能を維持・向上させつつ、改修・更新コスト及び

管理運営コストを縮減する。  

 

6
 PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：官民連携）は、官・民が連携して公共サービス等の提供を

行う取組みの総称。PFI、指定管理者制度、民間委託、民営化等が含まれる。 
7 PFI（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）は、PPP の代表的な手法の一つで、公共施設等の建設、維

持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 
8 ライフサイクルコスト（LCC）は、施設の建設（取得）から運用・維持管理、修繕・更新、解体・撤去までの期間

に要する費用を合計したもの。 
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３  公共施設等の維持管理方針  

（１）点検・診断等の実施方針 

・建物を安全で快適な状態で使っていくために総合的な管理運営や定期的な保守・点

検を行います。 

・個々の施設の保全計画を作成する中で、建物の劣化診断を実施し、維持管理、修繕、

更新を含む老朽化対策に活用していきます。 

・耐震診断、劣化診断等既往の診断があるものはそのデータを利用します。経年的な施

設の状況を把握するため、定期的に診断を行い、その記録を集積・蓄積して計画的な

保全に活用します。 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

・維持管理については、故障や不具合が発生してから修繕を行う「事後保全」ではなく、

計画的にメンテナンスを行う「予防保全」の取組みを進めます。これにより、施設や設

備を長期にわたり良好な状態で維持し、改修コストの平準化を図り、トータルコストを

縮減します。 

・更新・改修については、（６）統合や廃止の推進方針と整合性を図り実施します。 

（３）安全確保の実施方針 

・危険性が認められた施設については、安全確保のため、改修を実施します。 

・点検・診断等により高度の危険性が認められた公共施設等や老朽化等により供用廃

止され、かつ今後も利用見込みのない公共施設等については、順次取壊しを行いま

す。 

（４）耐震化の実施方針 

・公共施設は、災害時の活動拠点として有効に機能することが重要であると共に、震災

時にも行政サービスを継続的に提供することが必要です。「建築物耐震改修促進計画」

に基づき耐震診断、耐震改修を進めます。計画の対象にない、その他の一定規模以上

の公共施設についても耐震診断を実施し、計画的な耐震化に取り組むこととします。 

（５）長寿命化の実施方針 

・建物の劣化状況や今後の維持・修繕コスト等を把握し、計画的な予防保全に努めると

ともに、耐用年数を超え、できるだけ長期間、良好な状態で利用できるよう施設の長

寿命化に取組みます。 

・大規模改修工事を実施した場合、原則として建替え周期を６０年とし、その時点で診

断を行い更に使用が可能であれば長寿命改修工事を行って８０年まで長期使用する

ことを検討します。 

 



公共施設等総合管理計画 第３章 公共施設等の管理に関する基本方針 

 

46 

（６）統合や廃止の推進方針 

・老朽化した施設や利用状況等から必要性が認められない施設については、市民や議

会に状況を十分に説明した上で、廃止・除却を行います。また類似、重複した機能を

有する施設を更新する場合には、施設の集約化や機能統合等を検討します。 

・市民ニーズや社会情勢の変化による用途廃止や統廃合、集約化による移転後の空き

施設は、可能な限り用途転用することで、既存施設の更新費の抑制を図ります。 また、

有償での売却や貸付けを行う等、財源確保の手段としても有効に活用します。 

（７）ユニバーサルデザイン9化の推進方針 

・改修工事等を実施する際には、障がいの有無、年齢、性別、国籍等に関わらず、誰もが

利用しやすい施設となるよう、ユニバーサルデザイン化を図ります。 

（８）脱炭素化10の推進方針 

・照明器具の LED 化推進、給湯機の電化推進、エネルギー使用量が大きな設備や機器

の洗い出しと更新、公共施設屋根等への太陽光発電設備の設置等、公共建築物にお

ける脱炭素化の推進に取り組んでいきます。 

（９）インフラ系公共施設の維持管理方針 

・道路、橋りょう、上水道、下水道といった施設種別ごとに、整備状況や老朽化の度合

い等を踏まえ、施設の重要度に応じた個別の維持管理方針を策定し、施設の特性に

合った管理水準を設定します。 

・維持管理方針、管理水準については、施設の状況、財政状況等に応じ、適宜見直しを

行います。 

・定期的な点検により劣化状況等の把握を行い、点検で収集したデータについては蓄

積し管理します。 

・点検結果に基づいた中長期の更新・修繕計画を策定します。 

 

 

 

9 ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやす

いように施設や設備、サービス等を設計する考え方。 
10 脱炭素化とは、省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用等により、施設における二酸化炭素（CO2）

排出量の削減を進める考え方。 
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Ⅰ．建築系公共施設  

維持管理の基本方針  

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

（１）施設数に関する基本的な考え方 

■ 厳しい財政状況を踏まえ、施設活用度の低い施設については、他用途への変更や施設

の在り方を見直します。施設活用度が高く、建物性能も高い施設については、維持保全

しながら継続使用しますが、将来的には、人口の推移、市の財政状況及び施設の経営状

態等を注視しながら、広域化による近隣自治体との共同利用や、施設の集約化等につ

いて検討していきます。 

■ 施設の集約化、用途廃止等で余剰資産となった施設は、売却、貸付け、除却等について

検討します。 

 

（２）施設保全に関する基本的な考え方 

■ 施設の状況を的確に把握し管理するため、管理データを整備し、定期点検を行って予防

保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や

実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行える環境を構築します。 

■ 特に、人が常駐する施設や子どもが集まる施設等で、耐震診断が済んでいない施設は、

耐震診断を実施します。耐震性能が不足している場合は、耐震化を図り、利用者の安全

確保に努めます。耐震化を行うにあたっては、耐用年数経過後の利用需要を考慮し、耐

震化と合わせて長寿命化を行うか、耐用年数経過後に、建替えや統廃合、他施設への機

能移転等を行うか検討します。 

 

（３）コストに関する基本的な考え方 

■ 老朽化が進んだ施設は、施設コストが増えることが予想されますが、予防保全を実施す

ることでトータルコストの縮減を図ります。 

■ 光熱水費が割高の施設については、運用や設備における省エネ策を検討します。清掃等

の施設保全に係る委託費については、各施設の共通する業務委託について、仕様の標

準化や委託の包括化等の方法を検討しコストダウンを図ります。 
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１．学校教育系施設  

（１）学校 

①施設状況 

施設概要 

■ 市内には幼稚園が２園、小学校が７校、中学校が４校（うち県立の１校は対象外）ありま

す。下表は、学校施設の施設名称、累計延床面積、建築年度等の施設概要をまとめたも

のです。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

宇土幼稚園 ９７０.６ １９９９ 

花園幼稚園 ９６０.９ ２０１９ 

宇土小学校 ８,８１４.４ ２０１１ 

宇土東小学校 ４,４５４.４ １９８６ 

花園小学校 ５,４７３.９ １９８０ 

緑川小学校 ２,８９５.３ １９８２ 

網津小学校 ４,０４６.１ ２０１０ 

走潟小学校 ３,５２３.３ １９９４ 

網田小学校 ４,１５９.８ １９８３ 

住吉中学校 ４,３５１.７ １９９２ 

網田中学校 ４,３３２.９ １９８１ 

鶴城中学校 ８,１５７.８ １９７７ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

 

■ 下の図表は、体育館や校舎、倉庫等すべての学校施設を対象に築年数別の面積割合を

表したものです。築４０年以上５０年未満の建物が最も多く４０.３％となっており、築３０

年以上のものは４４.９％となっています。 

【学校施設】 

築年数別延床面積割合 
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②施設の基本方針 

■ 学校規模の適正化においては、文部科学省が平成２７年（２０１５年）１月２７日に公表し

た「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引～少子化に対応した活力

ある学校づくりに向けて～」を参考に、児童生徒数の予測を踏まえ、市の学校基本方針、

財政状況、建物の老朽化状況及び地域の実情等を考慮したうえで施設規模の適正化を

図ります。 

■ 幼稚園施設については、小規模保育所との連携による入園者の確保や認定こども園へ

の移行等、様々な視点から今後の幼稚園の在り方について検討します。 

■ 老朽化に伴い大規模改修や建替えを実施する際には、他用途の施設の集約化や複合化

についても併せて検討するとともに、PPP/PFI 等の民間資本の活用も積極的に検討し

ます。 

■ 老朽化した施設が多いことから施設規模の適正化を検討した上で、改修や更新に取組

み長寿命化を目指します。 

 

（２）その他教育施設 

①施設状況 

施設概要 

■ その他教育施設には給食センターがあります。給食センターは、昭和５３年度（１９７８年

度）に建設され、築４６年が経過しています。 

施設名称 施設面積（㎡） 建築年度（年度） 

給食センター １,２７０.８ １９７８ 

 

②施設の基本方針 

■ 給食センターは、継続して使用しますが、老朽化が進んでいることから、改修や建替え等

については、今後、検討していきます。また、児童生徒数の変動や学校・幼稚園の再編等

に合わせ、適宜、あり方の見直しを行います。 

■ 老朽化に伴い大規模改修や建替えを実施する際には、PPP/PFI 等の民間資本の活用

も積極的に検討します。  



公共施設等総合管理計画 第４章 施設類型ごとの基本方針 

 

51 

２．市民文化系施設  

①施設状況 

施設概要 

■ 市民文化系施設には集会施設や文化施設が該当します。下表は、市民文化系施設の施

設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたものです。市民文化系施設では、

網田公民館が最も古く、築５０年以上が経過しています。 

施設名称 中分類 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

中央公民館（分館・やきもの教室含む） 集会施設 ９８９.３ ２０２０ 

花園公民館 集会施設 １９５.８ １９７５ 

轟公民館 集会施設 ２１８.９ １９７５ 

緑川公民館 集会施設 １５６.２ １９７５ 

走潟公民館 集会施設 １３６.７ １９７６ 

網田公民館 集会施設 １９５.４ １９７０ 

網津公民館網引分館 集会施設 １３１.７ １９９６ 

御領橋団地地域学習センター 集会施設 ９６.６ １９９０ 

花園コミュニティセンター 集会施設 ２９９.８ ２０１１ 

網田コミュニティセンター 集会施設 ４,１１０.７ ２０２４ 

市民会館 文化施設 ８８５.０ １９７２ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

 

■ 下の図表は、市民文化系施設の築年数別の面積割合を表したものです。築５０年以上が

最も多く５８.１％を占めており、築３０年以上の建物は７４.９％と全体的に老朽化が進ん

でいます。 

 

【市民文化系施設】 

築年数別延床面積割合 
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②施設の基本方針 

■ 公民館については、施設の利用状況を踏まえ、財政状況及び地域の実情等を考慮した

うえで、施設数の適正化を図ります。 

■ 老朽化した施設については、遊休施設の利用や他施設との複合化等、ストックを増やさ

ない施設確保の方法を検討した上で、必要な施設は改修や建替えを行います。 

■ 災害時の避難場所と指定されている施設もあることから、必要な施設については、耐震

診断を行い、耐震化を図ります。 
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３．社会教育系施設  

①施設状況 

施設概要 

■ 社会教育系施設には図書館や資料館等が該当します。下表は、社会教育系施設の施設

名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたものです。市立図書館が最も古く、

築５０年が経過しています。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※１ 

市立図書館 ９０２.９ １９７５ 

網田焼の里資料館 ３２３.０ １９９３※２ 

大太鼓収蔵館 ２６５.０ １９９１ 

轟泉資料館 ７４.５ １９８７ 

文化財収蔵庫 ２９６.１ １９９３ 

 ※１面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

※２網田焼の里資料館は、母屋は文化財(江戸時代、天保年間に建築)のため、 

資料館の建築年度を記載。 
 

■ 下の図表は、社会教育系施設の築年数別の面積割合を表したものです。すべての建物

が築３０年以上経過しており、全体的に老朽化が進んでいます。 

 

  

【社会教育系施設】 

築年数別延床面積割合 
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②施設の基本方針 

■ 社会教育系施設については、施設の利用状況を踏まえ、財政状況及び地域の実情等を

考慮したうえで、必要な施設は改修や建替えを行います。 

■ 図書館については、宇土市旭町に建設予定の多目的市民交流施設へ機能を移転します

が、旧施設の今後の取り扱いについては今後検討を進めていきます。 
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４．スポーツ・レクリエーション系施設  

（１）スポーツ施設 

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、スポーツ施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたもの

です。最も古い施設は、スポーツセンターで、築５０年以上が経過しています。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

スポーツセンター ７７６.７ １９７０ 

運動公園 ５４０.４ １９７７ 

轟地区農業者トレーニングセンター ５５８.７ １９８０ 

轟地区農村運動広場  ９.４ １９７９ 

市民体育館 ４,８０２.６ １９８０ 

走潟地区体育館 ９９６.８ １９８８ 

武道館 ７６３.９ １９７７ 

網津地区市民グラウンド ２１.７ ２０２２ 

網田地区農業者トレーニングセンター ５８５.９ １９８１ 

網田地区農村運動広場施設 １４.１ ２００９ 

立岡総合グラウンド ５６.１ ２０１１ 

緑川地区農業者トレーニングセンター ６６９.９ １９８２ 

緑川地区農村運動広場施設 ４４.５ １９７７ 

網津地区多目的研修会施設 ６６４.９ １９８１ 
※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共施設等総合管理計画 第４章 施設類型ごとの基本方針 

 

56 

■ 下の図表は、スポーツ施設の築年数別の面積割合を表したものです。築４０年以上５０

年未満が最も多く８０.７％を占めており、築３０年以上の建物は９７.９％と全体的に老

朽化が進んでいます。 

②施設の基本方針 

■ スポーツ施設については、施設の利用状況を踏まえ、財政状況及び地域の実情等を考

慮したうえで、施設数の適正化を図るとともに、必要な施設は改修や建替えを行います。 

■ 農業者トレーニングセンターについては、施設の利用状況を踏まえ、財政状況及び地域

の実情等を考慮したうえで、長寿命化等を行っていきます。 

■ 指定管理を行っている施設については、今後の指定管理者による運営状況を踏まえ、

施設運営のあり方を適宜見直します。 

（スポーツセンター、立岡総合グラウンド、運動公園、市民体育館、武道館） 

  

【スポーツ施設】 

築年数別延床面積割合 
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（２）レクリエーション・観光施設  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、レクリエーション・観光施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要を

まとめたものです。レクリエーション・観光施設には、宇土マリーナ（物産館、管理棟等含

む）が該当します。平成１０年度（１９９８年度）以降に建築され、築２７年が経過していま

す。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

宇土マリーナ ３,１６５.４ １９９８ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

 

■ 下の図表は、レクリエーション・観光施設の築年数別の面積割合を表したものです。建

物は築３０年未満と他施設に比べると築年数は経過しておりません。 

②施設の基本方針 

■ 宇土マリーナについては、今後の指定管理者による経営状況を踏まえ、管理運営方法の

見直しや維持管理コストの縮減等、施設のあり方を適宜見直していきます。 

■ 建物については、定期的に点検を行い、予防保全的な維持管理を実施し、計画的に施設

の更新・修繕を行うことで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

【レクリエーション・観光施設】

築年数別延床面積割合 
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（３）保養施設 

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、保養施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたものです。

保養施設には、温泉健康福祉施設（あじさいの湯）が該当します。平成６年度（１９９４年

度）に建築され、築３１年が経過しています。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

温泉健康福祉施設 

（あじさいの湯） 
６４２.５ １９９４ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

 

■ 下の図表は、保養施設の築年数別の延床面積割合を表したものです。築３０年以上の

建物が占めており全体的に老朽化が進んでいます。 

②施設の基本方針 

■ 温泉健康福祉施設（あじさいの湯）については、今後の指定管理者による経営状況を踏

まえ、管理運営方法の見直しや維持管理コストの縮減等、施設のあり方を適宜見直して

いきます。 

■ 建物については、定期的に点検を行い、予防保全的な維持管理を実施し、計画的に施設

の更新・修繕を行うことで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

【保養施設】 

築年数別延床面積割合 
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５．産業系施設  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、産業系施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたもので

す。産業系施設には、就業改善センター（１階は宇土市商工会が使用）が該当します。就

業改善センターは、築５０年が経過しています。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

就業改善センター ９７１.９ １９７５ 

 

②施設の基本方針 

■ 就業改善センターについては、熊本地震により施設が損傷した箇所は速やかに復旧を

行いましたが、建築年数が古く全体的に老朽化しています。そのため、宇土市商工会等

との協議を進め、施設の集約化や機能の統合を含む再編、廃止、譲渡等、施設の活用方

法や運営の効率化を含めた施設のあり方を検討します。  
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６．子育て支援施設  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、子育て支援施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたも

のです。子育て支援施設には、幼稚園、学童保育施設等が該当します。児童センターが

最も古く、築４６年が経過しています。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

宇土小学校児童クラブ施設 １８４.４ ２００１ 

宇土東小学校児童クラブ施設 １５３.１ ２００９ 

花園小学校区児童クラブ施設 １５８.６ ２０１１ 

児童センター ３８９.５ １９７９ 

つどいの広場 ４３.０ ２０１６ 

宇土小学校第２児童クラブ施設 １０５.９ ２０２２ 

花園小学校児童クラブ １９７.３ ２０２３ 

宇土東小学校第２児童クラブ １５７.１ ２０２４ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

 

■ 下の図表は、子育て支援施設の築年数別の面積割合を表したものです。築３０年未満

の建物が占めており、近年では新しい建物が新築されています。 

 

 

 

【子育て支援施設】 

築年数別延床面積割合 
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②施設の基本方針 

■ 子育て支援施設については、施設の利用状況や財政状況、地域の実情等を考慮したう

えで、施設数の適正化を図るとともに、必要な施設は改修や建替えを行います。 

■ 学童保育施設は、校区ごとの需要にあわせた定員の確保を図り、不足する校区につい

ては、小学校の余裕教室等の活用や賃貸物件の利用等、施設確保の方法を検討します。 
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７．保健・福祉施設  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、保健・福祉施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたも

のです。保健・福祉施設には高齢福祉施設や児童福祉施設、保健施設が該当します。養

護老人ホーム（芝光苑）が最も古く、築５３年が経過しています。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

長浜福祉館 ５０２.７ １９７８ 

老人福祉センター ５９８.０ ２０１８ 

西部老人福祉センター ５１３.１ １９８０ 

保健センター １,３２１.０ １９９５ 

養護老人ホーム（芝光苑） ２,３４９.７ １９７２ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

■ 下の図表は、保健・福祉施設の築年数別の面積割合を表したものです。築５０年以上が

最も多く４３.８％を占めており、また築年数が３０年以上は６３.７％と全体的に老朽化

が進んでいます。 

②施設の基本方針 

■ 保健・福祉施設については、施設の利用状況や財政状況、地域の実情等を考慮したうえ

で、施設数の適正化を図るとともに、必要な施設は改修や建替えを行います。 

■ 老朽化に伴い大規模改修や建替えを実施する際には、PPP/PFI 等の民間資本の活用

も積極的に検討します。 

【保健・福祉施設】 

築年数別延床面積割合 



公共施設等総合管理計画 第４章 施設類型ごとの基本方針 

 

63 

８．行政系施設  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、行政系施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたもので

す。行政系施設には市役所庁舎や事務所、防災関係の施設等が該当します。 

施設名称 中分類 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

市役所本庁舎 庁舎等 ８,６０３.５ ２０２２ 

市役所駐車場 庁舎等 ３６６.１ ２０２４ 

市役所網田支所 庁舎等 １１７.７ ２０２４ 

市役所網津支所 庁舎等 １２１.８ ２０１７ 

シルバー人材センター その他 ２７２.３ １９８９ 

防災センター その他 ４３０.６ ２０００ 

網津防災センター その他 ５３０.７ ２０１７ 

文化財保管庫(松山町) その他 １０４.３ １９９０ 

住吉駅前一時避難所 その他 ５０.４ ２０１３ 

花園水防倉庫 その他 １７.１ ２０２２ 

轟水防倉庫 その他 １７.８ ２００６ 

走潟水防倉庫 その他 ２０.２ １９８１ 

緑川水防倉庫 その他 １３.５ ２０１２ 

網津水防倉庫 その他 ７.０ １９７０ 

網田水防倉庫 その他 ９.９ １９７１ 

防災備蓄倉庫（宇土・轟地区） その他 １４.４ ２０１２ 

防災備蓄倉庫（花園地区） その他 １４.４ ２０１２ 

防災備蓄倉庫（走潟地区） その他 ９.６ ２０１２ 

防災備蓄倉庫（網田地区） その他 ７.２ ２０１２ 

防災備蓄倉庫（緑川・網津地区） その他 ９.６ ２０１２ 

防災備蓄倉庫（轟地区） その他 ３０３.６ ２０１７ 

災害用備蓄倉庫（あさひコート） その他 ８.０ ２０１１ 

災害用備蓄倉庫（景雅苑） その他 ９.９ ２０１１ 

災害用備蓄倉庫（照古苑） その他 ９.６ ２０１１ 

災害用備蓄倉庫（保健センター） その他 ９.６ ２０１１ 

第１書庫 その他 １２１.０ ２００１ 

第２書庫 その他 １１５.０ ２００５ 

備蓄倉庫（走潟） その他 ９.７ ２０２３ 

花園備蓄倉庫 その他 ９.３ ２０２２ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 
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■ 下の図表は、行政系施設の築年数別の面積割合を表したものです。築１０年未満が最も

多く８２.２％を占めており、近年では新築される建物が多くなっています。 

②施設の基本方針 

■ 行政系施設については、新庁舎や網田コミュニティセンターの建築を行っております。

以前利用していた既存施設については用途変更での利用や解体を進めております。 

■ 今後も施設の利用状況を踏まえ、財政状況及び地域の実情等を考慮したうえで、施設数

の適正化を図るとともに、必要な施設は改修や建替えを行います。 

■ 老朽化に伴い大規模改修や建替えを実施する際には、PPP/PFI 等の民間資本の活用

も積極的に検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政系施設】 

築年数別延床面積割合 
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９．公営住宅  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、公営住宅の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたものです。

公営住宅は１９６０年代後半から建設されており、古い施設が多くなっています。最も古

い施設は築５６年が経過しています。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

旭団地 ２,７９９.５ １９８２ 

駅前団地 ４,７６０.４ １９７７ 

境目団地 ４,０７４.２ １９７０ 

境目団地（災害公営住宅） １,４５７.３ ２０１８ 

境目団地単独住宅 ８２６.２ ２０１６ 

戸口団地 ２４０.８ １９６９ 

新町団地 ６,９７５.１ １９９２ 

西原団地 １,２８１.３ １９７７ 

袋内団地 ５,２３８.２ １９７９ 

築籠団地 １７８.２ １９８０ 

南段原団地 ２,６７２.６ １９７５ 

入地団地 １６,９０１.３ ２０００ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

■ 下の図表は、公営住宅の築年数別の面積割合を表したものです。築２０年～３０年未満

の建物が最も多く３５.８%を占めており、また築３０年以上の建物は５９.８％と全体的

に老朽化が進んでいます。 

【公営住宅】 

築年数別延床面積割合 
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②施設の基本方針 

■ 公営住宅については、令和２年度（２０２０年度）に策定した宇土市公営住宅等長寿命化

計画に基づき、維持管理を行います。 

 

維持管理の方針 

①管理する市営住宅の整備・管理データを住棟ごとに整理し、劣化調査等の実施結果

等も踏まえてデータベース化を行う。 

②市営住宅の定期点検を行うとともに、予防保全的な維持管理を実施する。 

③市営住宅の住棟ごとの修繕履歴データを整備する。 

 

長寿命化の方針 

①予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を実施することによって、

公営住宅の長寿命化を図る。 

②必要な修繕および改善の複合的な実施と併せて、住棟の整備仕様の向上等による

耐久性の向上や、予防保全的な修繕改善の実施による修繕周期の延長等により、ラ

イフサイクルコストの縮減を図る。 

③定期点検や重点的に行う調査等の充実により、建物の老朽化や劣化による事故等

を未然に防ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施につなげる。 

■ 今後、耐用年数を経過する施設については、利用者ニーズや財政状況等を考慮するとと

もに、熊本地震による災害公営住宅等の整備で施設数が増加することから、施設数につ

いては、建替えや用途廃止等今後の在り方を検討します。 
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１０．公園  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、公園施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたものです。

公園の建物はトイレ等が該当します。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

くつろぎ広場 ４１.０ １９９２ 

つつじヶ丘自然公園 １６.１ ２００５ 

つつじヶ丘農村公園広場施設 ３２.９ １９９６ 

宇土アグリパーク ２５３.０ ２００１ 

宇土駅前公園 ４.５ １９８８ 

下新開チビッ子広場 ２.３ ２００４ 

宮の前チビッ子広場 １.９ ２００４ 

境目児童公園 ２０.２ ２０１５ 

甲岩自然公園 ２５.３ １９７１ 

轟水源前広場 ３５.３ １９９２ 

轟泉自然公園 ４２.７ １９８６ 

史跡公園 ３０.７ ２００２ 

住吉海岸公園 ５０.０ １９９９ 

住吉自然公園 ３８.０ １９９６ 

上新開チビッ子広場 １.９ ２００４ 

城山公園 ２８.８ １９８４ 

中央公園 ５.８ ２００５ 

馬之瀬チビッ子広場 １.３ ２００４ 

網田海岸公園 ３２.０ １９９９ 

立岡自然公園 ５２.４ ２００４ 
※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 
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■ 下の図表は、公園施設の築年数別の面積割合を表したものです。築２０年以上３０年未

満が最も多く６３.３％を占めております。 

②施設の基本方針 

■ 公園施設については、今後も維持していくこととし、適正に維持管理していきます。計画

的に施設の更新・修繕を行うことで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

  

【公園施設】 

築年数別延床面積割合 
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１１．供給処理施設  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、供給処理施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたもの

です。供給処理施設には排水機場10が該当します。最も古い網津第二排水機場は、築４

７年が経過しています。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

松原排水機場 ６０２ １９８７ 

島ノ元排水機場 １９７ １９８２ 

走潟南排水機場 １００.６ １９８２ 

轟・緑川地区第一排水機場 １２５.４ ２００２ 

轟・緑川第二排水機場 １１６.６ ２００６ 

大河洲排水機場 １５２.９ ２０１２ 

新開排水機場 １６３.６ １９８８ 

直築排水機場 １４３.８ ２００１ 

住吉排水機場 １７４.０ １９９１ 

網津第一排水機場 １３２.０ １９８７ 

網津第二排水機場 ９２.１ １９７８ 

網田排水機場 ９５.４ ２０２４ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 排水ポンプを使って雨水を川や海に強制的に排水するための施設。 



公共施設等総合管理計画 第４章 施設類型ごとの基本方針 

 

70 

■ 下の図表は、供給処理施設の築年数別の面積割合を表したものです。築３０年以上４０年

未満が最も多く５１.１％を占めております。 

②施設の基本方針 

■ 供給処理施設については、定期的な点検・診断を実施し、適切な維持管理を行います。 

■ 建物については、予防保全的な維持管理を実施し、計画的に施設の更新・修繕を行うこ

とで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。なお、下記の施設については、現在計画

及び整備を実施しています。 

◎県営事業 

網田排水機場    ：建替（令和７年[２０２５年]６月より供用開始） 

松原排水機場    ：新設（令和９年[２０２７年]９月より供用開始予定） 

◎団体営事業（市） 

住吉排水機場   ：ポンプ設備整備補修（令和５年[２０２３年]３月完了） 

網津第二排水機場：ポンプ設備増設（令和７年[２０２５年]１０月供用開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【供給処理施設】 

築年数別延床面積割合 
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１２．その他  

①施設状況 

施設概要 

■ 下表は、その他の施設の施設名称、累計延床面積、建築年度の施設概要をまとめたもの

です。その他の施設は、これまでの分類に属さない施設や普通財産、文化財等が含まれ

ます。 

施設名称 累計延床面積（㎡） 建築年度※ 

水道企業団貸付地 ２４０.８ １９６５ 

住吉駅トイレ ６.５ ２００９ 

住吉駅前駐輪場 ３２４.２ １９８５ 

消防団第１分団第４班格納庫 ５３.６ ２０１８ 

消防団第３分団第２班格納庫 ５３.６ ２０１８ 

長浜漁港(長浜港)漁港施設 ３８.１ １９８９ 

楢崎古墳 ６６.５ １９９０ 

網田レトロ館 １２３.０ １８９９ 

武家屋敷（旧高月邸） １２１.３ １８３０ 

資料庫 ８２７.７ １９６７ 

建設部・経済部用倉庫 １３４.３ ２０１７ 

消防団第３分団第３班格納庫 ５３.６ ２０２１ 

消防団第５分団第３班格納庫 ５４.６ ２０２２ 

多目的交流施設 ３,４１６.３ １９７５ 

常設資源ごみ回収所 ３６.８ ２０２４ 

市役所旧網田支所 ４６６.７ １９５８ 

宇土駅前広場 ８０.０ ２００９ 

※面積が最も大きい建物の建築年度を記載 

※多目的交流施設は旧遊技場の建築年度を記載 
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■ 下の図表は、その他の施設の築年数別の面積割合を表したものです。築５０年以上の建

物が最も多く８１.７％を占めております。 

 

②施設の基本方針 

■ その他の施設については、今後も維持していくこととし、適切な維持管理を行います。 

■ 門内町武家屋敷（旧高月邸）は、歴史的な木造建築物であることから、適切な維持管理

を行い、今後も維持していきます。 

■ 網田レトロ館については、令和６年度（２０２４年度）に耐震改修工事が完了しているため、

登録有形文化財として適切な維持管理を行います。 

■ 多目的市民交流施設を令和８年度（２０２６年度）～令和９年度（２０２７年度）に建設を予

定しており、図書館の機能を移転します。 

■ 資料庫は以前教育委員会の機能があった建物を転用し利用していますが、老朽化が著

しいため今後の利用方針については検討を進めていきます。 

■ 旧網田支所については令和８年（２０２６年）１月末にて解体をしております。 

 

 

 

 

 

【その他の施設】 

築年数別延床面積割合 
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Ⅱ．土木系公共施設  

１．道路  

 

維持管理の基本方針  

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

 

維持管理に関する方針 

・構造物（舗装、道路付属物等）ごとに、定期的に点検・診断を実施します。 

・舗装については、舗装の健全度、FWD11たわみ量、ひび割れ率等の管理指標を把握し、舗

装の性能やサービス水準に応じて設定した管理目標（健全度MCI12３.０、たわみ量による

残存等値換算厚、ひび割れ率４０％）を下回る路線や区間を抽出した上で、最も効率的な

維持補修計画を策定します。 

・横断歩道橋については、５年に一度、近接目視による点検を実施します。 

・道路土工・構造物については、直高 H＝５.０m 以上を点検対象とし、遠方目視点検を実施

します。なお、修繕を必要とする構造物については、近接目視点検を行い、修繕工法を選

定します。 

・道路の計画的な施設管理を行うため、市が管理する道路において、予防保全型の道路（舗

装）施設管理計画を策定します。 

・施設管理の容易化と道路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に努めます。 

 

 

 

11 FWD：FWD（Falling Weight Deflectometer）とは、舗装上に荷重を与えた際のたわみを測定

し、舗装の構造的な健全性を評価する調査手法です。 

12 MCI（Maintenance Control Index）とは、ひび割れ、わだち掘れ、平たん性等の状況をもと

に、舗装の維持管理状態を総合的に示す指標です。 
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２．橋りょう 

維持管理の基本方針  

以下のような基本的な考えのもとに、維持管理を行います。 

 

健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針  

１）健全度の把握の基本的な方針  

・各橋梁すべての部材に対して、損傷の種類・状態・割合等を５年ごとの近接目視による定

期点検により記録します。 

・記録された損傷の種類・状態・割合ごとに設定された評価点を与え、部材・工種に対する

補正係数を用いて各部材・工種・径間の健全度を算出し、径間の最低点を橋梁の健全度と

して評価します。これらの評価手法については、熊本県の点検要領（熊本県橋梁点検マニ

ュアル（案）令和３年３月）に準拠して行うものとします。  

 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針  

・急速に進行する管理橋梁の高齢化に対応するため、損傷等が顕在化した段階になって対

策を行う従来の『事後保全的な架替え・修繕計画』から、損傷等が軽微な段階から計画的

に対策を行う『予防保全的な修繕計画』へと政策を円滑に転換することで、管理橋梁の長

寿命化を行い、維持費を削減することを目的とします。 

・橋長の短い橋梁については、小規模な補修を繰り返し行うことでトータルコストが高くな

るケースがあるため、特定の条件に該当する橋梁は、従来の事後維持管理で対応を行う

ものとします。 

・個々の橋梁に対して最適な管理を行い、すべての橋梁に対して計画的に修繕を行うこと

で、予算の平準化を図ることを目的とします。  

・これらの情報をデータベース化することで作業の効率化を進めるとともに、長寿命化修

繕計画を策定・実行し、持続可能な管理を行うことで、道路ネットワークの安全性・信頼性

を確保することを目的とします。 

（宇土市 橋梁長寿命化修繕計画より抜粋） 
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３．農道  

維持管理の基本方針  

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

維持管理に関する方針 

・構造物（舗装、道路付属物等）ごとに、定期的に点検・診断を実施します。 

・施設管理の容易さと道路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に努めます。 

 

４．漁港  

維持管理の基本方針  

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

機能保全対策の基本方針 

・漁港については、漁港ごとに漁港機能保全計画を策定し、適切な管理を行うことで安全・

安心な生活の確保を図ります。 

・機能保全レベルの水準の設定は、部材ごとに設定する。基本的に「予防保全型」とするが、

鉄筋構造物及び鋼材を用いた施設以外については対策時期等の推定が難しいことから

「事後保全型」とする。なお、鉄筋構造物であっても部材の変状内容がひび割れ等で事後

保全的な対策工事しか期待できない場合は「事後保全型」とします。 

・建設（補修）後から調査時点の老朽化進行をグラフ化し、機能保全レベルの水準に到達す

るまでの期間を予測します。なお、施設（部材）の老朽化予測において、建設後経過年１０

年以内の施設（部材）については老朽化予測の結果が過小評価となり、予測通りに老朽化

が進行しない可能性があるため経過観察とします。この場合、通常の施設と比べ当初見

込んだ老朽化予測通りに老朽化が進行しないことが考えられるため、管理の際は通常の

施設より綿密に老朽化状況を把握し適切に管理します。 
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Ⅲ．企業会計施設  

１．上水道施設  

維持管理の基本方針  

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

・安定した水資源を確保するため、定期的に管路の点検・診断を実施します。 

・安心・安全な水道水を供給するため、施設管理計画を策定し、管路の計画的な施設管理を

実施します。 

・市が管理する管路及び施設について計画的な更新を行い、将来コストの縮減に努めます。 

・轟浄水場及び容量の大きな配水池（轟配水池、花園配水池）の基幹施設が被災した場合、

広域的に長期間の断水が生じる可能性があることから、耐震化を実施します。 

・今後更新時期を迎える硬質塩化ビニル管については、耐震性が低く漏水の原因となって

いるため、優先的に耐震管へ更新します。 

・基幹管路については、更新基準年数が短く、耐震性の低い配水管から順次更新します。ま

た、基幹管路については、令和２年度（２０２０年度）に作成された宇土市水道事業アセット

マネジメントに基づき、中長期的な視点を持ちながら、緊急性や重要性等を考慮した更新

計画を策定します。 

・水道施設の更新及び耐震化を推進するに当たっては、給水人口の減少に対応するととも

に、災害等の非常時における配水池の貯留能力を考慮した適切な施設規模とするため、

各水道施設の統廃合、ダウンサイジング及び性能の合理化（スペックダウン）を検討します。 

・老朽化した水道施設のうち、ポンプ等の機械・電気設備が故障または停止した場合には直

ちに断水が発生するため、設備の耐用年数や施設規模等を考慮し、計画的な更新を推進

します。 

・設備のうち、多くの電力を必要とするポンプ設備については、省エネルギー効果の高いイ

ンバーターポンプ等の導入を検討し、経費削減と環境負荷の低減に取組みます。 
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２．下水道施設  

維持管理の基本方針  

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

（管路） 

・管路の状態を健全に保つために、定期的に点検・診断を実施します。 

・管路の計画的な施設管理を行うため、市が管理する管路において、予防保全型の施設管

理計画を策定します。 

・老朽化した管路及びマンホールポンプの計画的な更新を行い、さらに施設管理の容易さ

と管路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に努めます。 

 

（処理場） 

・処理場の状態を健全に保つために、日常点検及び月例点検を実施します。 

・処理場の計画的な施設管理を行うために、更新計画を策定します。 

・処理場が被災すると、長期間かつ広範囲で環境汚染を招くおそれがあるため、各施設の

耐震化を実施します。 

・戸口浄化センターにおいて施設の更新を進めるうえで、汚水処理人口の減少に伴い処理

能力を考慮した適切な施設規模とするため、ダウンサイジングを行います。 
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